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省エネ診断・省エネ設計に補助金が出ます！ 既存住宅の 

住宅の所有者、共同住宅等の管理組合の皆様へ 

東京都既存住宅省エネ診断・設計等支援事業のご案内 

 

 

 

 

交付申請期間 

詳細は裏面をご覧ください。 

省エネ基準等とする改修工事 

に向けた「省エネ設計」 

C 

現在の省エネ性能を知る

ための「省エネ診断」 

３ | BELS取得に係る費用も対象！ 
BELS※取得により、将来の賃貸借や売買時に、省エネ性能の客観的な提示が可能です。 

※BELS は、建築物の省エネ性能を表示する第三者認証制度で、登録 BELS 評価機関で取得できます。

省エネ診断では改修前、省エネ設計では改修後の BELS 取得費用が補助対象です。 

４ | マンション大規模修繕計画時の活用が可能！ 
マンション大規模修繕計画時の省エネ診断・省エネ設計にも活用できます。 

２ | 柔軟な活用が可能！ 
省エネ診断・省エネ設計、それぞれに対して活用できます。 

省エネ改修工事の工事監理に係る費用についても、省エネ設計の補助対象となります。 

また、省エネ診断・省エネ設計を行った後、省エネ改修を実施する際には、都・国等が実施す

る他の補助事業を活用いただくことができます。 

１ | 家計に優しく、快適で健康的な省エネ住宅の実現へ！ 
省エネ住宅※は以下のメリットがあります。 

光熱費の削減になる  室内が快適になる  家族の健康を守る 

省エネ診断・省エネ設計を行うことで、既存住宅の省エネ性能を把握した上での効果的な省エ

ネ改修につなげることが可能になります。 

※省エネ住宅とは、高断熱・高気密に作られ、エネルギー消費量を抑える設備を備えた住宅のことです。 

4月 1日から翌年 3月 31日まで （当年度の予算に達した時点で受付を終了します） 

 

 

 

本事業活用のポイント 



（注意） 
・本補助金を活用して省エネ診断・省エネ設計をする場合、その費用について、本補助金以外に都若しくは国から交付され

る補助金又は区市町村から交付される補助金等（原資に都費・国費を含むものに限る。）を受けることはできません。 

・省エネ設計の補助申請にあたっては、階数が２階以下かつ床面積が 300 ㎡以下の木造住宅の場合、構造安全性の確認が

必要となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 省エネ診断（対象経費：省エネ診断に係る費用、BELS 取得費用等） 

● 省エネ設計（対象経費：省エネ改修のために必要な調査、設計、計画に係る費用、 

計画実現のための工事監理に係る費用、BELS 取得費用等） 
※マンションの共有部のみの省エネ診断・省エネ設計については補助対象外です。 

補助対象事業 

 
● 住宅※の所有者 

● 共同住宅等の管理組合 
※一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎 

補助対象者 

 

補助率・上限額 

■お問合せ先・申請先 
東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当 
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第２本庁舎 13 階中央 
メール:S1090501(at)section.metro.tokyo.jp ※送信の際は、(at)を＠に変換してください 
電話 :03-5320-5459 

※詳細は東京都住宅政策本部 HP を御覧ください。 

「東京都既存住宅省エネ診断・設計等支援事業」で検索 ☛ 

 https: //www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html 

 

申請手続の流れ 
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申請者 東京都
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（
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意
）

補助率 上限額

２/３ 210,000円／戸

省エネ基準適合 ２/５ 180,000円／戸

ZEH水準適合 ４/５ 360,000円／戸

区分

省エネ診断

省エネ設計

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html

